
第１号議案
取締役７名選任の件

第２号議案
監査役１名選任の件

第３号議案
補欠監査役１名選任の件 新潟県新潟市中央区万代

５丁目11番20号
ANAクラウンプラザホテル新潟３階
「飛翔の間」

株式会社 トップカルチャー

41第 回

定時株主総会
招集ご通知

証券コード 7640

決議事項 開催日時

2026年１月15日(木曜日)
午前10時

開催場所

https://s.srdb.jp/7640/

パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からも
ご覧いただけます。
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（証券コード 7640）
2025年12月26日

（電子提供措置の開始日 2025年12月24日）

株 主 各 位

新潟県新潟市西区小針４丁目９番１号
株式会社 トップカルチャー
代表取締役社長 清 水 大 輔

第41回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措

置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださ
いますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
https://www.topculture.co.jp/ir/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に
「トップカルチャー」又は、「コード」に半角で当社証券コード「7640」
を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択して「縦
覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」をご確認ください。）

【ネットで招集（宝印刷ウェブサイト）】
https://s.srdb.jp/7640

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類を
ご検討のうえ、2026年１月14日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださ
いますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

1. 日 時 2026年１月15日（木曜日）午前10時
（受付開始） 同 日 午前９時

2. 場 所 新潟県新潟市中央区万代５丁目11番20号
ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟３階「飛翔の間」
（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）

3. 目的事項
報告事項 1 第41期（2024年11月１日から2025年10月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

2 第41期（2024年11月１日から2025年10月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事
項を記載した書面を送付しております。ただし、電子提供措置事項のうち、次の事
項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、本書面には記載して
おりません。なお、これらの事項は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査
報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類に含まれて
おります。
①事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」
②連結計算書類の「連結注記表」
③計算書類の「個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容
を掲載させていただきます。

◎今後の状況により、株主総会の運営に関して変更が生じる可能性があります。変更
が生じた場合は、当社ウェブサイト（https://www.topculture.co.jp/ir/）にてご
案内いたします。

◎ご出席の株主様向けのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承くだ
さい。

以上
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「ネットで招集」とは
「ネットで招集」にアクセスいただくと、スマートフォンをはじめ様々なデバ
イスで「招集ご通知」を、ご覧いただけます。

「ネットで招集」トップページ右上の ボタンを押すと、お手元
の端末のカメラを起動いただけます。カメラで議決権行使書用紙のQRコードを
撮影すれば、スマートフォンで議決権行使ができる画面にアクセス可能です。

スマートフォンでの議決権行使もできます

「ネットで招集」トップ画面

https://s.srdb.jp/7640/
アクセスはこちら▶「招集ご通知」をインターネットで簡単・便利に

スマート行使

― 3 ―

議決権行使方法のご案内
当日ご出席されない場合

○郵送によるご行使
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに
到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛
否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱
わせていただきます。
行使期限 2026年１月14日（水曜日）午後６時必着
○「スマート行使」によるご行使
同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェ
ブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で
読み取ります。詳細につきましては次ページをご覧ください。
行使期限 2026年１月14日（水曜日）午後６時まで
○インターネットによるご行使
当社の指定する議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）
にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご送信くだ
さい。詳細につきましては次ページをご覧ください。
行使期限 2026年１月14日（水曜日）午後６時まで

当日ご出席される場合
○株主総会への出席
当日、同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提
出ください。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますよ
う、お願い申し上げます。
株主総会日時 2026年１月15日（木曜日）午前10時開催

※代理人による議決権行使
株主総会にご出席されない場合、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いた
だけます。この場合、代理権を証明する書面の提出が必要ですので、ご了承ください。
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ブェウ使行権決議用ンォフトーマス①
サイトへアクセスする

② てっ従に内案の面画は降以
賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが以下の

PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決

権行使コード」･「パスワード」を入力してログイン、再度議決権

※QRコードを再度読み取っていただくと、下記の議決権行使ウェブサイトにア

行使をお願いいたします。

クセスできます。
デンソーウェーブの

※QRコード®は、株式会社

登録商標です。

見本

見本

同封の議決権行使書用

紙の右下「スマートフォン

用議決権行使ウェブサイ

トログインQRコード」をス

マートフォンかタブレット

端末で読み取ります。

同封の議決権行使書用

紙の右下

用議決権行使ウェブサイ

トログインQRコード」をス

マートフォンかタブレット

端末で読み取ります。

議決権行使書

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

①議決権行使ウェブサイト
へアクセスする

https://www.web54.net

③パスワードを入力する

同封の議決権行使書用紙に記載の

「パスワード」をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」をご入力ください。

②ログインする

議決権行使コード

クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前９時～午後９時）

実際にご使用になる新しいパスワード
を設定してください。

「登録」をクリック
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「スマート行使」によるご行使について

インターネットによるご行使について
お手元の議決権行使書用紙の、所有株式数が印字されている面の左下に記載されている
「議決権行使コード」及び「パスワード」をご用意のうえ、アクセスをお願いいたします。

※書面による議決権行使とインターネット（「スマート行使」を含む）による議決権行使が重複して為された場合は、
到着日時を問わず、インターネット（「スマート行使」を含む）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせて
いただきます。

※インターネット（「スマート行使」を含む）による議決権行使が複数回為された場合には、最後に行われたものを有
効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

※2026年１月５日（月）午前０時〜午前５時の間は、ウェブサイトのメンテナンス作業のため、取り扱い休止となり
ます。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 取締役7名選任の件
取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締

役７名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号

１

清
し み ず

水 大
だ い す け

輔 ＜再任＞

生年月日 1984年６月７日生

所有する当社株式の数 297,000株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）
【取締役候補者の選任理由】
事業計画の立案や経営分析に豊富な経験と知見を有しており、2021年１月から

代表取締役社長として経営全般に携わっております。これらの豊富な経験を踏ま
え、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】
2008年９月 慶應義塾大学 総合政策学部 卒業
2009年４月 楽天株式会社 入社 経営企画室
2018年８月 Hult International Business School（ボストン）卒業

ＭＢＡ取得
2018年10月 株式会社メディアドゥ 入社 経営企画室
2019年11月 当社入社 経営企画室
2020年１月 当社 取締役経営企画室長
2021年１月 当社 代表取締役社長ＣＯＯ兼営業本部長
2021年７月 株式会社ＤａＩ 代表取締役社長（現任）
2022年１月 株式会社ワーグルスタッフサービス 取締役（現任）
2022年９月 株式会社オー・エンターテイメント 社外取締役（現任）
2023年１月 当社 代表取締役社長ＣＥＯ兼営業本部長（現任）
2023年１月 株式会社トップブックス 取締役
2023年６月 株式会社メソッドカイザー 取締役（現任）
2025年１月 株式会社トップブックス 代表取締役社長（現任）
2025年１月 株式会社グランセナフットボールクラブ 取締役（現任）
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候補者番号

２

清
し み ず

水 秀
ひ で お

雄 ＜再任＞

生年月日 1954年１月12日生

所有する当社株式の数 681,900株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）
【取締役候補者の選任理由】
当社の創業者であり、創業以来今日まで一貫して当社の経営を主導してきた豊

富な経験と知見を有することから、引き続き取締役として選任をお願いするもの
です。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】
1986年12月 当社設立、代表取締役社長
2015年５月 株式会社TSUTAYA（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ

株式会社）社外取締役
2017年１月 株式会社トップブックス 取締役（現任）
2017年１月 株式会社グランセナフットボールクラブ 取締役（現任）
2019年３月 株式会社ワーグルスタッフサービス

代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
2021年１月 当社 代表取締役会長ＣＥＯ
2023年１月 当社 取締役会長（現任）
2023年６月 株式会社メソッドカイザー 代表取締役社長（現任）
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候補者番号

３

吉
よ し だ

田 勝
しょういち

一 ＜再任＞

生年月日 1972年３月24日生

所有する当社株式の数 5,700株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）
【取締役候補者の選任理由】
当社入社以前も含め、財務経理部門及び経営企画部門において豊富な経験と知

見を有することから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】
2009年８月 当社入社 経理部経理課長
2010年10月 当社 管理部経理課長
2013年１月 当社 取締役管理部経理担当
2019年１月 株式会社グランセナフットボールクラブ 取締役（現任）
2021年１月 当社 取締役財務部長ＣＦＯ兼管理部長
2021年１月 株式会社ワーグルスタッフサービス 取締役
2023年１月 当社 取締役経営企画室長
2023年１月 株式会社トップブックス 取締役（現任）
2023年６月 株式会社メソッドカイザー取締役（現任）
2025年１月 当社 取締役経営企画室長兼管理本部長（現任）
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候補者番号

４

笹
さ さ が わ

川 菜
な お

央 ＜再任＞

生年月日 1977年５月12日生

所有する当社株式の数 13,600株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）
【取締役候補者の選任理由】
人事部門の責任者として、人材育成などにおいて豊富な経験と知見を有するこ

とから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】
2000年４月 当社入社
2011年11月 当社 内部監査室長
2013年１月 株式会社トップブックス 監査役（現任）
2015年１月 当社 人事部長
2016年６月 株式会社ワーグルスタッフサービス 代表取締役社長
2018年 7 月 同社 取締役（現任）
2020年１月 当社 執行役員人事部長
2021年１月 当社 取締役人事部長（現任）
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候補者番号

５

中
な か む ら

村 崇
たかし ＜再任＞

＜社外取締役候補者＞
＜独立役員候補者＞

生年月日 1976年８月26日生

所有する当社株式の数 −株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）
【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
弁護士としての豊富な知識・経験から当社の経営全般に助言を頂戴し、コーポ

レート・ガバナンス強化に寄与していただくため、引き続き社外取締役として選
任をお願いするものです。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結
の時をもって、９年となります。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】
2000年３月 一橋大学 法学部 卒業
2004年10月 弁護士登録
2010年７月 弁護士法人中村・大城国際法律事務所開設、代表弁護士（現任）
2013年４月 新潟大学法科大学院客員教授
2017年１月 当社 取締役（現任）
2024年４月 新潟県弁護士会会長
2024年 4 月 日本弁護士連合会理事
2025年１月 株式会社キタック 社外取締役（現任）

2025年12月12日 16時10分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 10 ―

候補者番号

６

平
ひ ら た

田 竹
た け お

男
＜再任＞
＜社外取締役候補者＞
＜独立役員候補者＞

生年月日 1960年１月16日生
所有する当社株式の数 −株
取締役会への出席状況 90%（10回中９回）

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
大学教授として高い見識と専門性、幅広い経験を有することから、当社の成長

と経営に助言を頂戴するとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄与してい
ただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏
の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、1年となります。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】
1982年３月 横浜国立大学 経営学部 卒業
1988年６月 ハーバード大学政治大学院修士号取得
2008年９月 東京大学博士号取得（工学）
1982年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省
2000年６月 同省 資源エネルギー庁石油開発課長
2001年１月 経済産業省 資源エネルギー庁石油天然ガス課長
2002年７月 財団法人日本サッカー協会（現 公益財団法人日本サッカー

協会）専務理事
2006年４月 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授（現任）
2007年３月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）社外監査役
2013年８月 内閣官房参与
2016年７月 日本スポーツ産業学会会長（現任）
2017年６月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外監査役
2020年６月 同社 社外取締役
2025年１月 当社 取締役（現任）
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候補者番号

７

渡
わ た な べ

部 弘
ひ ろ ゆ き

之 ＜再任＞
＜社外取締役候補者＞

生年月日 1973年３月16日生
所有する当社株式の数 −株
取締役会への出席状況 92%（12回中11回）

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
当社の取次出版先の取締役上席執行役員として、豊富な知識・経験等を当社の

経営に活かしていただき、今後書籍を軸とした経営方針を当社が推進していく中
で連携を強化するため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、２年となり
ます。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】
1996年３月 中央大学経済学部卒業
1996年４月 株式会社トーハン入社
2006年４月 同社 対策推進グループ アシスタントマネジャー
2014年４月 同社 取引部書店経営推進室長
2018年９月 同社 取引部長
2020年６月 同社 執行役員 取引部長
2021年６月 同社 執行役員 経営戦略部長
2023年６月 同社 上席執行役員 経営企画部長
2024年１月 当社 取締役（現任）
2025年６月 株式会社トーハン 取締役上席執行役員

経営管理本部経営企画部長 海外新規ビジネス推進室長（現任）

（注）1． 取締役候補者の所有する当社株式の数は、2025年10月31日現在のものです。
2． 渡部弘之氏が役職を兼務する株式会社トーハンは、当社の主要株主かつ主要な取引先であ

り、会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者に該当いたします。
3． その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
4． 社外取締役候補者に関する記載事項
（1） 社外取締役の独立性について

① 渡部弘之氏が役職を兼務する株式会社トーハンは、上記注２．に記載のとおり当社の特
定関係事業者に該当いたします。中村崇氏及び平田竹男氏は、過去に当社の特定関係事
業者の業務執行者若しくは役員になったことはありません。

② いずれの社外取締役候補者も、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の
財産を受ける予定はなく、また、過去２年間に受けていたこともありません。

③ いずれの社外取締役候補者も、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の
配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

④ いずれの社外取締役候補者も、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受
けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者
であったことはありません。

⑤ 中村崇氏及び平田竹男氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し、届出ております。
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（2） 社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由について
① 中村崇氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な知識

と経験を活かし、社外取締役としての責務を全うされました。再任された場合には、引
き続き職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

② 平田竹男氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての高い
見識と専門性、幅広い経験等を活かし、社外取締役としての職務を全うされました。再
任された場合には、引き続き職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

③ 渡部弘之氏は、当社の取次出版先の取締役上席執行役員として、豊富な知識・経験等を
当社の経営に活かし、社外取締役としての責務を全うされました。再任された場合に
は、引き続き職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

（3） 当社の社外取締役が最後に選任された後在任中に、当社において不当な業務執行が行わ
れた事実並びにその事実の発生予防及び発生後の対応について
該当事項はありません。

（4） 社外取締役候補者が過去５年間に他の株式会社の役員に就任していた場合において、そ
の在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執
行が行われた事実並びに当該候補者がその事実の発生予防及び発生後の対応として行った
行為について
該当事項はありません。

（5） 社外取締役との責任限定契約について
当社は、社外取締役候補者中村崇氏、平田竹男氏及び渡部弘之氏との間で、会社法第

427条第１項の規定に基づく同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額です。

5．役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告34頁に記載のとおりでありま
す。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることにな
ります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6．各候補者が所有する当社の株式は、全て普通株式であります。
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第２号議案 監査役１名選任の件
監査役西村裕氏は、一身上の都合により本総会終結の時をもって辞任されますの

で、監査役１名の選任をお願いするものです。
なお、高橋宏幸氏は西村裕氏の補欠として選任されることとなりますので、その

任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなり
ます。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりです。

高
た か は し ひ ろ ゆ き

橋 宏 幸
＜新任＞
＜社外監査役候補者＞
＜独立役員候補者＞

生年月日 1968年11月13日生

所有する当社株式の数 −株

取締役会への出席状況 −%（−）
監査役会への出席状況 −%（−）

【社外監査役候補者の選任理由】
同氏が会計税務に精通しており、培われた専門的な知識・経験を当社の監査体

制に活かしていただくとともに、当社としてガバナンス強化を進めるに当たり、
同氏の知見は極めて有用と判断し、新たに社外監査役として選任をお願いするも
のです。

【略歴、地位及び重要な兼職の状況】
1992年 3 月 一橋大学 経済学部 卒業
2002年 7 月 関東信越国税局 調査査察部 国際調査課長
2003年 7 月 東京国税局 調査第一部 国際情報課長
2004年 7 月 広島国税局 総務部 総務課長
2006年 7 月 国税庁長官官房国際業務課 課長補佐
2008年 6 月 東京税理士会登録
2009年 5 月 関東信越税理士会登録
2011年10月 税理士法人 高橋税務事務所
2020年 7 月 高橋宏幸税理士事務所 所長（現任）
2020年 7 月 株式会社高橋財務情報サービス 代表取締役社長（現任）

（注）1． 監査役候補者の所有する当社株式の数は、2025年10月31日現在のものです。
2． 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3． 監査役候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が

承認された場合は、独立役員として指定し届出る予定であります。

2025年12月12日 16時10分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 14 ―

4． 社外監査役候補者に関する記載事項
（1） 社外監査役の独立性について

① 高橋宏幸氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予
定はなく、また、過去２年間に受けていたこともありません。

② 高橋宏幸氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等
以内の親族その他これに準ずるものではありません。

③ 高橋宏幸氏は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受けにより当社が
権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことは
ありません。

（2） 社外監査役候補者が過去５年間に他の株式会社の役員に就任していた場合において、そ
の在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執
行が行われた事実並びに当該候補者がその事実の発生予防及び発生後の対応として行った
行為について

該当事項はありません。
（3） 社外監査役との責任限定契約について

高橋宏幸氏が社外監査役に就任された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づ
く同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約
に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

（4） 役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告34頁に記載のとおりであ
ります。高橋宏幸氏が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれる
ことになります。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役

１名の選任をお願いするものです。
なお、選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議に

より選任を取消することができるものといたしたく存じます。本議案につきまして
は、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は次のとおりです。

徳
と く も と

本 好
よ し ひ こ

彦 ＜補欠の社外監査役候補者＞
＜補欠の独立役員候補者＞

生年月日 1968年８月10日生
所有する当社株式の数 −株

【補欠の社外監査役候補者の選任理由】
同氏が企業法務に精通しており、培われた専門的な知識・経験を当社の監査体

制に活かしていただくとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実のため、
補欠社外監査役として選任をお願いするものです。同氏は、直接会社経営に関与
された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役に就任された場合に
は、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

【略歴、地位及び重要な兼職の状況】
1996年12月 司法書士登録
2000年４月 司法書士永野合同事務所 副所長
2003年４月 日本リーガル司法書士法人 社員
2004年３月 簡裁訴訟代理権認定資格取得
2007年４月 日本リーガル司法書士法人（現 にいがた司法書士法人）

所長代表社員（現任）
2014年４月 行政書士登録
2019年３月 土地家屋調査士登録

（注）1． 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2． 候補者は、社外監査役の補欠として選任するものです。就任した場合、東京証券取引所に

独立役員として届け出る予定です。
3． 補欠の社外監査役候補者に関する記載事項
（1） 社外監査役の独立性について

① 徳本好彦氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予
定はなく、また、過去２年間に受けていたこともありません。

② 徳本好彦氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等
以内の親族その他これに準ずるものではありません。

③ 徳本好彦氏は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受けにより当社が
権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことは
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ありません。
（2） 社外監査役との責任限定契約について

徳本好彦氏が社外監査役に就任された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づく
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に
基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

（3） 役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告34頁に記載のとおりであ
ります。徳本好彦氏が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれる
ことになります。

以上
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事 業 報 告
（自

至
2024
2025

年
年
11
10

月
月

１
31

日
日）

Ⅰ 企業集団の現況
1． 事業の経過及びその成果
第41期におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や日本初の女性首相の就任に

より株式市場も活発な動きとなり、緩やかな回復傾向が続いておりますが、長引く物
価上昇やエネルギー価格の高止まりにより実質賃金の上昇が伴わず、個人消費は慎重
な姿勢が続き、消費対象を選ぶ傾向が継続しております。加えて、不安定な海外情
勢・政策動向の影響から、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような状況のもと、中期経営計画（2024/10月期〜2026/10月期）の２年目

として、読書文化を継承していくため “持続可能な書店創り” の方針のもと、書籍を
中心とした “書籍×○○” の付加価値創出と、新規来店や再来店の促進に取り組みま
した。本から繋がる／本へと繋がる商品、事業、企画、イベント等を新規導入し、そ
の導入に伴う売場改装を実施、書籍との複合化を推進いたしました。
取り組みの中心となります書籍は、品揃えを拡充、１年で100超のオリジナル企画

やフェアを間断なく展開し、既存店ベースでは堅調な推移となりました。また、ＥＣ
販売は、2025年７月には過去最大の売上を記録するとともに、前年売上の2.5倍を上
回る伸びとなりました。これらの取り組みにより、リアルとネットの共創により売上
を創出いたしました。
特撰雑貨文具は、複合書店の強みを活かし “書籍×○○” の掛け合わせによるタッ

チポイントＵＰのため、定番商品の入替え、新規ファッションアイテムや名店の人気
食品のお取り寄せ導入、シーズン企画は企画内容の充実と展開数を拡大、加えて、人
気通販ショップや観光物産展等のＰＯＰＵＰショップも強化いたしました。さらに、
蔦屋書店前橋吉岡店（群馬県）に韓国食品を取り揃える「韓ビニ」をオープン、サン
トリーグループの新サービス「ＴＡＧ ＬＩＶＥ ＬＡＢＥＬ」の専用ドリンク自動
販売機を38店舗に導入、コスメセレクトショップ「ＮＯＩＮ ｂｅａｕｔｙ」６号店
目を蔦屋書店龍ケ崎店（茨城県）に、「楽天モバイルショップ」を新潟県の店舗を中心
に11店舗オープン、書籍×○○による成果が奏功し、特撰雑貨文具の売上は、既存店
同期比104.3％となりました。
また、９月26日に群馬県に蔦屋書店いせさきガーデンズ店（759坪）をオープンい

たしました。同店は、伊勢崎市の行政センターや多数の専門店が入ります商業施設
「いせさきガーデンズ」の大規模リニューアルオープンに際し、引き続き施設内に出店
となりました。地域最大級の書籍の品揃え、日々の生活を豊かにする食品や雑貨を取
り揃え、文具は高級筆記具やデザイン文具の他、ペン工房も設置、子育てファミリー
向けのキャラクター商品等も展開し、見て選んで楽しめる店舗となります。併設のタ
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リーズコーヒーは120席超を設け、施設内の買い物中、休憩で利用される方が多く、
蔦屋書店事業とのシナジー効果を生み出しております。同じく併設するふるいちトッ
プブックスでは、日替わり商品で開店前から行列ができ、ゲーム・トレーディングカ
ード事業の売上を牽引いたしました。
グループ子会社でありますゲーム・トレーディングカード事業、飲食事業、スポー

ツ関連事業、訪問看護事業につきましては、それぞれの売上が前年を上回り、連結売
上高に大きく寄与いたしました。
第41期の店舗状況については、蔦屋書店におきまして、１店舗の出店、契約期間満

了等に伴う８店舗の営業終了により、店舗数は46店舗となりました。また、グループ
子会社におきましては、５店舗の出店、蔦屋書店の閉店に伴う２店舗の営業を終了し、
子会社の店舗数54店舗と合わせ、グループ全体の店舗数は100店舗（2025年10月31
日時点）となりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、連結売上高173億33百万円（前期比94.1
％）、営業損失３億91百万円（前期は営業損失５億１百万円）、経常損失４億76百万円
（前期は経常損失５億77百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失７億31百万円（前
期は親会社株主に帰属する当期純損失７億17百万円）となりました。売上高は、営業
を終了した店舗の影響から前年を下回りましたが、中期経営計画の取り組みにより、
主軸であります書籍や特撰雑貨文具は、堅調に推移いたしました。利益は、既存店舗
の収益改善が進みましたが、閉店や改装に伴う大幅なコスト増が影響いたしました。
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当連結会計年度の出店・閉店・改装店の状況
出店（６店） ・蔦屋書店事業

蔦屋書店いせさきガーデンズ店（群馬県/2025年９月出店）
・ゲーム・トレーディングカード事業
ふるいちトップブックス新通店（新潟県/2025年３月出店）
ふるいちトップブックス前橋吉岡店（群馬県/2025年７月出店）
ふるいちトップブックスいせさきガーデンズ店（群馬県/2025年９月出店）

・飲食事業
タリーズコーヒー竹尾インター店（新潟県/2025年３月出店）
タリーズコーヒーいせさきガーデンズ店（群馬県/2025年９月出店）

閉店（10店） ・蔦屋書店事業
蔦屋書店アクロスプラザ美沢店（新潟県/2024年11月閉店）
蔦屋書店佐久野沢店（長野県/2025年１月閉店）
蔦屋書店伊勢崎平和町店（群馬県/2025年１月閉店）
蔦屋書店伊勢崎宮子店（群馬県/2025年２月閉店）
蔦屋書店南大沢店（東京都/2025年２月閉店）
蔦屋書店ベルパルレ寺尾店（新潟県/2025年３月閉店）
蔦屋書店熊谷店（埼玉県/2025年３月閉店）
蔦屋書店青葉奈良店（神奈川県/2025年７月閉店）

・ゲーム・トレーディングカード事業
ふるいちトップブックス青葉奈良店（神奈川県/2025年６月閉店）

・飲食事業
タリーズコーヒー新潟寺尾店（新潟県/2025年３月閉店）
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事業別の業況は次のとおりです。
なお、各セグメントの業績値につきましては、セグメント間の内部取引高を含めて

おります。

【蔦屋書店事業】
同事業の売上高は15,429百万円（前年同期比92.4%）となりました。主力商品

の売上高は、書籍9,859百万円（前年同期比93.2%）、特撰雑貨・文具2,917百万
円（前年同期比95.7%）、賃貸不動産収入492百万円（前年同期比94.3%）、レン
タル490百万円（前年同期比70.1%）、ゲーム・リサイクル171百万円（前年同期
比74.4%）、販売用CD166百万円（前年同期比69.2%）、販売用ＤＶＤ111百万
円（前年同期比60.3%）となりました。

【ゲーム・トレーディングカード事業】
同事業の当連結会計年度の業績は、売上高513百万円（前年同期比133.5%）

となっております。

【スポーツ関連事業】
同事業の当連結会計年度の業績は、売上高273百万円（前年同期比108.0%）

となりました。

【訪問看護事業】
同事業の当連結会計年度の業績は、売上高208百万円（前年同期比115.4%）

となりました。

【飲食事業】
同事業の当連結会計年度の業績は、売上高1,210百万円（前年同期比105.7％）

となりました。
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2． 商品別売上高の状況
（単位：百万円）

区分
第 40 期 第 41 期

前年
同期比(自至 2023

2024
年
年
11
10

月
月

１
31

日
日) (自至 2024

2025
年
年
11
10

月
月

１
31

日
日)

金 額 構成比 金 額 構成比

蔦屋書店
事業

％ ％ ％
書 籍 10,584 56.7 9,859 55.9 93.2
特 撰 雑 貨 ・ 文 具 3,047 16.3 2,917 16.5 95.7
賃 貸 不 動 産 収 入 522 2.8 492 2.8 94.3
レ ン タ ル 700 3.8 490 2.8 70.1
ゲーム・リサイクル 230 1.2 171 1.0 74.4
販 売 用 Ｃ Ｄ 240 1.3 166 0.9 69.2
販 売 用 Ｄ Ｖ Ｄ 184 1.0 111 0.6 60.3
そ の 他 975 5.2 961 5.5 98.5
セ グ メ ン ト 間 の
内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 219 1.2 256 1.5 116.7

計 16,707 89.5 15,429 87.5 92.4

ゲーム・
トレー
ディング
カード
事業

外部顧客に対する売上高 384 2.1 513 2.9 133.5
セ グ メ ン ト 間 の
内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 ― ― ― ― ―

計 384 2.1 513 2.9 133.5

スポーツ
関連事業

外部顧客に対する売上高 216 1.1 228 1.3 105.4
セ グ メ ン ト 間 の
内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 36 0.2 44 0.3 123.2

計 253 1.3 273 1.5 108.0

訪問看護
事業

外部顧客に対する売上高 180 1.0 208 1.2 115.4
セ グ メ ン ト 間 の
内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 ― ― ― ― ―

計 180 1.0 208 1.2 115.4

飲食事業

外部顧客に対する売上高 1,145 6.1 1,210 6.9 105.7
セ グ メ ン ト 間 の
内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 ― ― ― ― ―

計 1,145 6.1 1,210 6.9 105.7
合 計 18,670 100.0 17,634 100.0 94.5

（注）1．セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。
2．蔦屋書店事業の「その他」は、図書カード他であります。
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3． 設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資については、蔦屋書店事業において、営業基盤の拡充を

図るため、新規店１店舗の出店、既存店において新規事業の導入による改装を行いま
した。その結果、当連結会計年度の設備投資額（敷金・保証金の差入額等を含む）
323百万円となりました。

4． 資金調達の状況
記載すべき重要な事項はありません。

5． 対処すべき課題と次期の見通し
次期は中期経営計画の最終年度として、読書という “人” にとってかけがえのない

文化を継承するべく、持続可能な書店創りの方針のもと、引き続き読書と触れ合う機
会を創出するべく提案力を向上させ、オリジナル企画や施策及びＥＣ販売を強化、加
えて書籍を中心とした事業展開や新規商品・企画の導入を加速いたします。読書文化
をひろげるとともに、複合書店の強みを活かし、お客様とのタッチポイント向上に努
めてまいります。併せて、売場改装と店舗の運営効率化を実施し、早期黒字化を目指
します。
11月１日に、蔦屋書店八王子みなみ野店（東京都）店内に併設されていましたタリ

ーズコーヒーを事業承継し「タリーズコーヒー八王子みなみ野店」としてリニューア
ルオープンした他、新たなＦＣ事業として「買取大吉」を11月20日にＭＯＲＩＯＫＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ（岩手県）にオープンいたしました。買取大吉はオープンから多くの
お客様にご来店いただき、想定を上回る好調なスタートとなりましたので、今後の成
長に繋げてまいります。
加えて、グループ子会社４社との連携も強化し、相乗効果の最大化を図り蔦屋書店

事業の付加価値向上と、グループ全体の黒字化も目指してまいります。

2025年12月12日 16時10分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 23 ―

＜継続企業の前提に関する重要事象等＞
当社グループは、2024年10月期を初年度とする３カ年の中期経営計画に基づき、

主に以下の施策を実行して早期の黒字化を目指しております。
①新たな売上高の創出

“蔦屋書店” のリモデル化へのチャレンジとして、ＤＡＩＳＯの導入、ふる
いちトップブックスへの切り替え拡大、ガシャポンバンダイオフィシャルショ
ップの強化・拡大、フィットネス事業への進出（フランチャイズ加盟）、リーシ
ング（テナント誘致）の強化を進め、新たな売上高を創出する。
②不採算店の早期撤退・新規出店
撤退選定方針に基づき、収益改善が難しい店舗は契約満了時及び早期での撤

退を検討・計画するとともに（最大19店舗）、2022年９月30日に長野県佐久
市にオープンした蔦屋書店佐久平店を一つの収益店舗モデルとして、最大６店
舗の新規出店を計画する。
③グループ企業との連携
当社グループ企業のそれぞれの強みを生かしサービス連携し相互売上ＵＰを

目指し、ライフバリューを提案し、新たな経済圏を創出する。

中期経営計画の２年目にあたる2025年10月期までの進捗状況は下記のとおりです。
①新たな売上高の創出
ふるいちトップブックスへの切り替え、及びガシャポンバンダイオフィシャ

ルショップの導入はほぼ完了しており、2025年10月末現在において、ふるい
ちトップブックスは30店舗、ガシャポンバンダイオフィシャルショップは22店
舗を運営しております。
ＤＡＩＳＯの導入については、2025年10月末までに６店舗への導入完了し

ましたが、後述の不採算店の撤退に伴う閉店等により、2025年10月末現在に
おいては２店舗での運営となっております。
フィットネス事業への進出（フランチャイズ加盟）につきましては、出店コ

ストの高騰や事業リスク等を勘案し、現在は、当社が新規事業で行う形ではな
く、フィットネスジムの運営会社を当社物件へテナントとして誘致する形で進
めており、2025年10月現在、１店舗においてテナント契約が開始しておりま
す。フィットネス事業については中期経営計画において前連結会計年度より導
入する計画としておりましたので、フィットネス事業の展開方法の変更及び遅
れは、中期経営計画において計画した連結営業損失と乖離する要因となりまし
た。なお、将来的に、フィットネス事業を当社の新規事業として行うことも並
行して検討を続けております。
リーシング（テナント誘致）の強化については、建築単価の上昇により小売

業全体での出店コストが増加傾向であることから、居抜き物件の需要の高まり
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と共に、当社店舗へテナントとして出店したいという引き合いは増加しており
ます。前述のフィットネスジムに加えて様々な案件の交渉を進めており、テナ
ント料や当社事業へのシナジー効果を勘案し、テナント選定を進めております。
その結果、新潟県の店舗を中心に「楽天モバイルショップ」を11店舗にてオー
プンする等しております。
上述のほか、「1.事業の経過及びその成果」に記載しましたとおり、ＥＣ店舗

を５店舗出店、また、コスメセレクトショップ「ＮＯＩＮ ｂｅａｕｔｙ」を
６店舗でオープン、韓国食品を取り揃える「韓ビニ」を１店舗でオープン、サ
ントリーグループの新サービス「ＴＡＧ ＬＩＶＥ ＬＡＢＥＬ」の専用ドリ
ンク自動販売機を38店舗に導入するなど、新たな売上高の創出に向けて取り組
んでおります。
②不採算店の早期撤退・新規出店
2025年10月期までに、19店舗の撤退、３店舗の新規出店を計画しておりま

したが、14店舗を閉店し、２店舗を新規出店いたしました。閉店時期が当初計
画より遅れている店舗がありますが、これは主として当社の撤退後の店舗に後
継の賃借人をマッチングさせ、撤退コストを縮小させることを目的としており
ます。閉店時期の遅れは、中期経営計画において計画した連結営業損失と乖離
する要因となりますが、撤退コストは縮小しているため、特別損失の減少に寄
与しています。
③グループ企業との連携
当社グループ企業のそれぞれの強みを生かしサービス連携し相互売上ＵＰを

目指しており、特に2023年６月にタリーズコーヒーを運営する株式会社メソッ
ドカイザーを子会社化し、当社との連携強化に努めてまいりました。その結果、
株式会社メソッドカイザーの売上高は前年比105％の1,210百万円となり、順
調に推移しております。
また、グループ企業間における会員連携により、新しい顧客体験やサービス

を提供するために、自社会員ＩＤの運用を開始しております。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、連結売上高173億円、連結営業損失3億円と
なり、中期経営計画において計画していた連結売上高163億円は達成しましたが、連
結営業利益2億円は未達となりました。連結営業損失の未達要因は上述しております、
フィットネス事業への展開方法の変更及び遅れが生じたこと、不採算店舗の撤退の遅
れが生じたことが主な要因となります。
中期経営計画の一部に変更・遅れが生じているものの、中期経営計画で計画してい

る施策の多くに着手することで、収益改善は着実に進んでおります。
また、当連結会計年度においては、不採算店の閉店に伴う書籍在庫の返品や短期借

入金による資金調達により、現金及び預金の期末残高は前連結会計年度末から増加し

2025年12月12日 16時10分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 25 ―

て、1,204,764千円となっております。
しかしながら、中期経営計画で計画した連結営業利益が未達となり、４期連続の営

業損失となったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況が存在していると認識しております。
このような状況を解消し、又は改善するための対応策として、中期経営計画に基づく
施策を含む、以下の施策を翌連結会計年度以降も引き続き徹底的に実行することで、
損益及び資金繰りをさらに改善させてまいります。

①新たな売上高の創出
・新商品又は新サービスの導入と拡大による損益及び資金繰りの改善
②不採算店の早期撤退
・不採算店の早期撤退による損益及び資金繰りの改善
・不採算店の早期撤退による書籍在庫の圧縮による資金繰りの改善
③本社費用の削減

上記に加えて、メインバンクをはじめとした取引金融機関とは密接な関係を引き続
き維持できるよう努力しており、今後の資金調達においても、資金計画に基づき想定
される需要に対応できる資金は十分に確保できるものと考えております。
上記のような損益及び資金繰りの改善効果を反映した資金計画に基づけば、継続企

業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
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6． 財産及び損益の状況の推移
（1）企業集団の財産及び損益の状況の推移

（単位：百万円）

区分 第 38 期
（2022年10月期）

第 39 期
（2023年10月期）

第 40 期
（2024年10月期）

第 41 期
（当連結会計年度）
（2025年10月期）

売 上 高 20,905 18,953 18,414 17,333
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△） △187 △888 △577 △476

親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） △272 △1,376 △717 △731

１ 株 当 た り
当期純利益又は
１ 株 当 た り
当期純損失（△）（円）

△22.58 △110.98 △45.97 △46.84

総 資 産 18,178 17,236 15,780 14,792
純 資 産 3,401 2,510 1,617 772

（2）当社の財産及び損益の状況の推移
（単位：百万円）

区分 第 38 期
（2022年10月期）

第 39 期
（2023年10月期）

第 40 期
（2024年10月期）

第41期（当期）
（2025年10月期）

売 上 高 20,486 17,965 16,707 15,429
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△） △199 △902 △610 △590
当期純利益又は
当期純損失（△） △279 △1,383 △738 △805
１ 株 当 た り
当期純利益又は
１ 株 当 た り
当期純損失（△）（円）

△23.16 △111.58 △47.34 △51.58

総 資 産 18,064 16,884 15,416 14,166
純 資 産 3,360 2,463 1,553 622
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7． 重要な親会社及び子会社の状況
（1）親会社との関係

該当事項はありません。
（2）重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当社の
議決権比率 主要な事業内容

千円 ％

株 式 会 社 ト ッ プ ブ ッ ク ス 75,000 65.0
古本・ゲーム・トレーディング
カード・音楽・映像ソフト等の
販売や買取

株式会社グランセナフットボールクラブ 45,000 97.7
サッカークラブ及びサッカース
クールの運営並びにスポーツ施
設の企画・運営

株式会社ワーグルスタッフサービス 35,000 94.3 精神疾患・認知症を中心とした
訪問看護

株 式 会 社 メ ソ ッ ド カ イ ザ ー 10,000 100.0 タリーズコーヒーのフランチャ
イズ運営

（注）当社の連結対象子会社には上記４社が該当します。
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8． 主要な事業内容（2025年10月31日現在）
当社の企業集団は、当社及び連結対象子会社４社で構成されております。
【蔦屋書店事業】
当社は、書籍・文具の販売及び音楽・映像ソフト等の販売並びにレンタルを主な

事業内容とし、さらに各事業に関連するその他のサービス等を含め、日常生活に密
着したエンターテイメントの提供を行う大型複合店舗「蔦屋書店」を中心として展
開しております。
【ゲーム・トレーディングカード事業】
当社の子会社である株式会社トップブックスは、古本・ゲーム・トレーディング

カード・音楽・映像ソフト等の販売や買取を主な事業内容としており、「古本市場ト
ップブックス」及び「ふるいちトップブックス」の店舗展開を行っております。
【スポーツ関連事業】
当社の子会社である株式会社グランセナフットボールクラブは、サッカークラブ

とサッカースクールの運営及びスポーツ施設の企画・運営等を主な事業内容として
おります。
【訪問看護事業】
当社の子会社である株式会社ワーグルスタッフサービスは、「脳とこころの訪問看

護ステーション」を運営し、精神疾患・認知症を中心とした訪問看護事業を行って
おります。
【飲食事業】
当社の子会社である株式会社メソッドカイザーは、タリーズコーヒーのフランチャ

イズ運営を主な事業内容としており、「タリーズコーヒー」及び「タリーズコーヒー＆
TEA」の店舗展開を行っております。
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9． 主要な事業所（2025年10月31日現在）
（1）当社（46店舗）

本社 新潟県新潟市西区小針４丁目９番１号
店舗
新潟県
（19店舗）

新潟中央インター店、小針店、長岡新保店、佐渡佐和田店、県央店、長岡古正
寺店、六日町店、新発田店、柏崎岩上店、新潟万代、小出店、新津店、竹尾イ
ンター店、上越インター店、河渡店、新通店、横越バイパス店、長岡花園店、
高田西店

長野県
（９店舗）

諏訪中洲店、長野徳間店、上田大屋店、長野川中島店、佐久平店、上田しおだ
野店、大町店、須坂店、中野店

神奈川県
（１店舗） 港北ミナモ店

東京都
（３店舗） 八王子みなみ野店、八王子楢原店、府中駅前店

群馬県
（４店舗） 前橋みなみモール店、伊勢崎茂呂店、前橋吉岡店、いせさきガーデンズ店

埼玉県
（５店舗） 滑川店、川島インター店、フォレオ菖蒲店、本庄早稲田店、東松山店

茨城県
（２店舗） ひたちなか店、龍ケ崎店

宮城県
（２店舗） アクロスプラザ富沢西店、イオンタウン仙台泉大沢店

岩手県
（１店舗） ＭＯＲＩＯＫＡ ＴＳＵＴＡＹＡ

（2）株式会社トップブックス（31店舗）
本社 新潟県新潟市西区
店舗
新潟県
（11店舗）

新津店、新発田店、長岡古正寺店、新潟万代、竹尾インター店、横越バイパス店、
新潟中央インター店、長岡花園店、小出店、高田西店、新通店

長野県
（６店舗） 佐久平店、大町店、中野店、諏訪中洲店、上田大屋店、須坂店

神奈川県
（１店舗） 港北ミナモ店

群馬県
（３店舗） 前橋みなみモール店、前橋吉岡店、いせさきガーデンズ店

埼玉県
（５店舗） 本庄早稲田店、東松山店、フォレオ菖蒲店、川島インター店、滑川店

茨城県
（２店舗） 龍ケ崎店、ひたちなか店

宮城県
（２店舗） アクロスプラザ富沢西店、イオンタウン仙台泉大沢店

岩手県
（１店舗） ＭＯＲＩＯＫＡ
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（3）株式会社グランセナフットボールクラブ
本社及びサッカースタジアム 新潟県新潟市西区

（4）株式会社ワーグルスタッフサービス（６事業所）
本社 新潟県新潟市西区
事業所
新潟県
（５事業所） 訪問看護ステーション万代、長岡、西新潟、新発田、竹尾

長野県
（１事業所） 訪問看護ステーション佐久平

（5）株式会社メソッドカイザー（23店舗）
本社 新潟県新潟市西区
店舗
新潟県
（11店舗）

長岡新保店、アクロスプラザ長岡美沢店、長岡古正寺店、新発田店、新潟万代店、
小出店、新潟新通店、横越バイパス店、長岡花園店、高田西店、竹尾インター店

長野県
（３店舗） 上田大屋店、長野川中島店、佐久平店

群馬県
（２店舗） 前橋みなみモール店、いせさきガーデンズ店

埼玉県
（３店舗） フォレオ菖蒲店、本庄早稲田店、東松山店

茨城県
（２店舗） ひたちなか新光町店、龍ケ崎店

宮城県
（２店舗） 仙台富沢西店、イオンタウン仙台泉大沢店

10． 従業員の状況（2025年10月31日現在）
（1）企業集団の従業員の状況

事業の部門等の名称 従業員数 前期末比増減数
蔦屋書店事業 137名 （226名） 11名減 （50名減）
その他
トップブックス部門 4名 （ 12名） ±0名 （ 7名増）
グランセナフットボールクラブ部門 12名 （ 4名） 3名増 （±０名）
ワーグルスタッフサービス部門 21名 （ 1名） 2名増 （±０名）
メソッドカイザー部門 18名 （ 83名） ±0名 （ 1名増）

合 計 192名 （326名） 6名減 （42名減）
（注）1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員（１日８時間換算による）を

（ ）外数で記載しております。
2.連結子会社の事務業務等は、全て当社が受託し行っております。
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（2）当社の従業員の状況
従業員数 前期末比増減数 平均年齢 平均勤続年数

137名（226名） 11名減 （50名減） 43.5才 17.8年
（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員（１日８時間換算による）を

（ ）外数で記載しております。

11． 主要な借入先（2025年10月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 2,163,347千円

新 潟 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 1,066,082
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 400,000
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 400,000
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 400,000
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Ⅱ 会社の状況（2025年10月31日現在）
1． 株式の状況
（1）発行可能株式総数 33,493,000株
（2）発行済株式の総数 15,631,920株（自己株式603,480株を除く）
（内訳）
① 普通株式 16,214,400株
② Ａ種優先株式 15,000株
③ Ｂ種優先株式 6,000株

（3）株主数
① 普通株式 10,018名
② Ａ種優先株式 ２名
③ Ｂ種優先株式 １名

（4）単元株式数
① 普通株式 100株
② Ａ種優先株式 １株
③ Ｂ種優先株式 １株

（5）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％
株 式 会 社 ト ー ハ ン 普通株式 3,526,400 22.55
株 式 会 社 ヒ ー ズ 普通株式 2,623,098 16.78

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 普通株式 2,416,904
Ｂ種優先株式 6,000 15.49

清 水 秀 雄 普通株式 681,900 4.36
清 水 大 輔 普通株式 297,000 1.89
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 普通株式 208,800 1.33
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／
２Ｓ／ＪＡＳＤＥＣ／ＣＬＩＥＮＴ ＡＳＳＥＴ 普通株式 194,100 1.24

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 普通株式 164,000 1.04
ト ッ プ カ ル チ ャ ー 従 業 員 持 株 会 普通株式 135,512 0.86
株 式 会 社 本 間 組 普通株式 102,000 0.65
（注）持株比率は、自己株式（603,480株）を控除して計算しております。

（6）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2． 会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況

地位 氏名 担当又は重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
社 長 CEO 清 水 大 輔

営業本部長
株式会社ＤａＩ代表取締役社長
株式会社トップブックス代表取締役社長
株式会社グランセナフットボールクラブ取締役
株式会社ワーグルスタッフサービス取締役
株式会社メソッドカイザー取締役
株式会社オー・エンターテイメント社外取締役

取 締 役
会 長 清 水 秀 雄

株式会社トップブックス取締役
株式会社グランセナフットボールクラブ取締役
株式会社ワーグルスタッフサービス
代表取締役社長兼ＣＥＯ
株式会社メソッドカイザー代表取締役社長

取 締 役 吉 田 勝 一
経営企画室長兼管理本部長
株式会社トップブックス取締役
株式会社グランセナフットボールクラブ取締役
株式会社メソッドカイザー取締役

取 締 役 笹 川 菜 央
人事部長
株式会社ワーグルスタッフサービス取締役
株式会社トップブックス監査役

取 締 役 中 村 崇
弁護士
弁護士法人中村・大城国際法律事務所代表弁護士
株式会社キタック社外取締役

取 締 役 平 田 竹 男 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授
日本スポーツ産業学会会長

取 締 役 渡 部 弘 之 株式会社トーハン取締役上席執行役員経営管理本部
経営企画部長 海外新規ビジネス推進室長

常 勤 監 査 役 伊 藤 正 義 株式会社メソッドカイザー監査役

監 査 役 山 田 剛 志
弁護士
成城大学法学部教授
弁護士法人日新法律事務所代表弁護士
株式会社ワーグルスタッフサービス監査役

監 査 役 西 村 裕
公認会計士
税理士
総合会計事務所マネジメント・サポート代表

（注）1.取締役中村崇氏、平田竹男氏及び渡部弘之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役で
す。

2.監査役山田剛志氏及び西村裕氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
3.2025年1月16日開催の第40回定時株主総会の終結の時をもって、間野義之氏、遠海武則氏及
び阿部智幸氏は任期満了により取締役を退任いたしました。

4.2025年1月16日開催の第40回定時株主総会において、平田竹男氏は新たに取締役に選任さ
れ、就任いたしました。

5.当社は、取締役中村崇氏及び取締役平田竹男氏、監査役山田剛志氏及び監査役西村裕氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6.監査役西村裕氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、各社外取締役及び各社外監査

役と同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結してお
ります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に
定める額としております。

（3）役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保

険会社との間で締結しており、その内容は次のとおりであります。
①被保険者の範囲

当社並びに当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員、社
外派遣役員及び退任役員

②被保険者の実質的な保険料負担割合
特約部分の保険料は、被保険者の負担としております。

③填補対象となる保険事故の概要
被保険者個人が会社の役員等としての業務につき行った行為に起因して、

損害賠償請求がなされたことにより役員個人が被る損害
④役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置

当該保険契約では、填補する額について限度額を設けること等により、被
保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて
おります。

（4）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2000年１月18日開催の定時株主総会で承認された報酬総額の範
囲内において、2021年２月18日開催の取締役会にて、役員報酬規程及び取
締役の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。

②決定方針の内容の概要
当社は、経営内容、経済情勢等を勘案したものとし、個々に取締役の報酬

の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし
ております。
各取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみとし、株主総会で決議さ

れた報酬額の限度の枠内で、当社取締役会で承認された役員報酬規程及び取
締役の個人別の報酬等に係る決定方針に基づき、取締役会長清水秀雄が取締
役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。権限を委任した理由
は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには取締
役会長が最も適していると判断したためです。
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また、当社では役員持株会制度により自社株の取得を進めており、当社の
役員は株主の皆様と同じ視点で、会社の持続的な成長を目指しております。
尚、取締役報酬制度として、株主総会での承認を得て過去３回に亘り「株

式報酬型ストックオプション（行使価格を１円に設定した新株予約権）」を導
入しました。当該ストックオプションは、当時の取締役を割当対象とし、原
則取締役在任期間中は権利行使ができないという条件のもとに設定されまし
たが、代表取締役を除き、対象の取締役全員が任期満了等により既に退任し
権利を行使しております。代表取締役を除く現在の取締役に対しては、業績
連動型報酬は導入しておりませんので、当社に最適な報酬制度のあり方につ
いて、今後必要に応じて検討してまいります。

③当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであ
ると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、世間水準及び従業員

給与との均衡を考慮して、役員の役職位、経営能力、功績などを考慮し基本
報酬を定めることを確認しているため、取締役会はその内容が決定方針に沿
うものであると判断しております。

④監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、

その職務の独立性という観点から固定報酬のみとしており、株主総会で決議
された総額の範囲内において決定しております。また、各監査役の報酬は、
独立性を担保する目的で監査役全員の同意により監査役会にて決定しており
ます。

⑤当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 支 給 人 数 報酬等の額 摘 要
取 締 役 9名 127,305千円 うち社外取締役 3名 5,250千円
監 査 役 3名 7,800千円 うち社外監査役 2名 3,600千円
合 計 12名 135,105千円

（注）1.2000年１月18日開催の定時株主総会決議に基づく取締役及び監査役の報酬限度額（使用人給
与分含まず）は、次のとおりです。
取締役年額 500,000千円、監査役年額 30,000千円

当該定時株主総会の決議時点の取締役の員数は６名、監査役の員数は２名であります。
2.期末現在、無報酬の取締役１名がおります。
3.ストックオプションによる報酬額について、記載すべき事項はありません。
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（5）社外役員に関する事項
①取締役

氏 名 重要な兼職の状況
及び当社との関係

当事業年度における
主な活動状況

当社の子
会社から
当事業年
度の役員
として受
けた報酬
等の額

中村 崇 （ア）重要な兼職

弁護士
弁護士法人中村・大城国際
法律事務所代表弁護士
株式会社キタック社外取締役

（イ）当社との関係

該当事項はありません。

（ア）取締役会への出席状況及び発言状
況
12回中12回出席した他、主に弁護士と
しての専門的見地からの発言を行い、当
社のコーポレート・ガバナンスの強化を
図っております。

該当事項は
あ り ま せ
ん。

（イ）同氏の意見により変更された事業
方針
該当事項はありません。
（ウ）社外取締役に期待される役割に関
して行った職務の概要
弁護士としての専門的見地から取締役会
の意思決定の適法性・妥当性を確保する
ために必要かつ有益な発言を適宜行って
おります。

平田 竹男 （ア）重要な兼職

早稲田大学大学院スポーツ科学
研究科教授
日本スポーツ産業学会会長

（イ）当社との関係

該当事項はありません。

（ア）取締役会への出席状況及び発言状
況

10回中9回出席した他、大学教授として
高い見識と専門性、幅広い経験からの発
言を行い、当社のコーポレート・ガバナ
ンスの強化を図っております。

（イ）同氏の意見により変更された事業
方針
該当事項はありません。
（ウ）社外取締役に期待される役割に関
して行った職務の概要
大学教授としての専門的見地から取締役
会の意思決定の適法性・妥当性を確保す
るために必要かつ有益な発言を適宜行っ
ております。
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氏 名 重要な兼職の状況
及び当社との関係

当事業年度における
主な活動状況

当社の子
会社から
当事業年
度の役員
として受
けた報酬
等の額

渡部 弘之 （ア）重要な兼職

株式会社トーハン
取締役上席執行役員
経営管理本部経営企画部長
海外新規ビジネス推進室長

（イ）当社との関係

渡部弘之氏は、株式会社トーハ
ン取締役上席執行役員を兼任し
ており、同社は当社の主要株主
かつ主要な取引先であり、会社
法施行規則第２条第３項第19
号に定める特定関係事業者に該
当いたします。また、当社との
間で第三者割当と商取引の契約
を締結しております。

（ア）取締役会への出席状況及び発言状
況
12回中11回出席した他、当社の取次出
版先の取締役上席執行役員として、豊富
な知識・経験等を当社の経営に活かし適
宜質問をし意見を述べ、経営方針の推進
で連携を強化しております。

該当事項は
あ り ま せ
ん。

（イ）同氏の意見により変更された事業
方針
該当事項はありません。
（ウ）社外取締役に期待される役割に関
して行った職務の概要
当社の取次出版先の取締役上席執行役員
としての豊富な知識・経験等から、取締
役会の意思決定の適正を確保するための
助言・提言を適宜行っております。

（注）取締役平田竹男氏は、2025年１月16日開催の第40回定時株主総会において取締役に選任され
たため、就任後の開催回数を元に記載しております。
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②監査役

氏 名 重要な兼職の状況
及び当社との関係

当事業年度における
主な活動状況

当社の子
会社から
当事業年
度の役員
として受
けた報酬
等の額

山田 剛志 （ア）重要な兼職

弁護士
成城大学法学部教授
弁護士法人日新法律事務所
代表弁護士
株式会社ワーグルスタッフ
サービス監査役

（イ）当社との関係

該当事項はありません。

（ア）取締役会、監査役会への出席状況
及び発言状況

該当事項は
あ り ま せ
ん。

取締役会12回中11回、監査役会12回中
11回出席し、主に弁護士としての専門的
見地からの発言を行い、当社の監査体制
の強化を図っております。

（イ）同氏の意見により変更された事業
方針

該当事項はありません。

西村 裕 （ア）重要な兼職

公認会計士
税理士
総合会計事務所マネジメント・
サポート代表

（イ）当社との関係

該当事項はありません。

（ア）取締役会、監査役会への出席状況
及び発言状況

取締役会12回中10回、監査役会12回中
10回出席し、主に公認会計士・税理士と
しての専門的見地からの発言を行い、当
社の監査体制の強化を図っております。

（イ）同氏の意見により変更された事業
方針

該当事項はありません。
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3． 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 太陽有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 公認会計士法第２条第１項の監査証明業務に係る報酬等の額

31,800千円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

31,800千円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査報酬の額を区分しておりませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく
監査の報酬等の額を含めて記載しております。

（3）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以

外の業務を委託しておりません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、法令及び基準等が定める会計監査人の職務の遂行に関する

状況等を総合的に勘案し、会社法第344条に基づいて再任又は不再任の決定を
行います。会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判
断する場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。こ
の場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお
いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

（5）会計監査人の報酬等について
監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由
当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報

告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画における監査時間、配員計画、会計
監査人の職務遂行状況、及び市況等を鑑みて報酬見積りの相当性などを確認し、
必要な検証を行ったうえで、当期の会計監査人の報酬等の額につき会社法第
399条第1項の同意を行っております。
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Ⅲ 会社の体制及び方針
1． 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他業務の適正を確保するための体制
当社は、上記体制について、取締役会において下記の事項を定めております。

記
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他業務の適正を確保するための体制
① 代表取締役社長が繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることによ

り、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
② 管理部においてコンプライアンスに関する取り組みを全社横断的に統括する

こととし、同部を中心に取締役及び使用人の教育等を行いさらなる徹底を図
る。

③ 当社の取締役及び使用人が法令定款違反その他コンプライアンスに関する行
為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告する体制とする。報
告を受けた監査役及び取締役会は内容を調査し、重大性に応じ再発防止策を
策定し、全社に徹底するとともに人事処分を行う。

④ 内部監査部署はコンプライアンスの状況を監査し取締役及び監査役に報告す
るものとする。

⑤ 取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能として常時社外取締役
が在籍するようにする。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 文書保存規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体
（以下、文書等という）に記録し、保存する。

② 取締役及び監査役は文書保存規程に基づき常時これら文書等を閲覧できるも
のとする。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 各担当部署業務に付随するリスクについては、それぞれの担当部署にてリス

ク管理を行うものとし、新たに生じたリスクについてはすみやかに責任者と
なる取締役を定めるものとする。

② 組織横断的リスクの監視並びに対応は管理部が行うものとする。
（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会は取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め浸透を図る。
② 目標達成に向け業務担当取締役は各部門が実施すべき具体的な施策及び権限

分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。
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③ 月次の業績はＩＴを活用したシステムにより迅速にデータ化され担当取締役
及び取締役会に報告する。

④ 取締役会は定期的にその結果をレビューし担当取締役に目標未達の要因分
析、改善策を報告させ審議する。

⑤ ④の結果に基づき各担当取締役は権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を
改善する。

（5）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社取締役並びに子会社の代表取締役社長は法令遵守体制、リスク管理体制

を構築する権限と責任を有するものとし、必要に応じコンプライアンス並び
にリスクマネジメント等の状況を取締役会、監査役会に報告するものとす
る。

② 子会社に対し取締役として当社の取締役を派遣し、当該子会社取締役の職務
執行を監視・監督する。

③ 子会社の代表取締役社長は当社幹部会議、経営会議に出席し、事業内容の定
期的な報告を行うとともに、重要な案件については事前協議を行うものとす
る。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役の職務を補助する組織を管理部とする。
② 監査役は管理部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができ

るものとする。
③ 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締

役、上司たる使用人の指揮命令を受けないものとする。
（7）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制
① 取締役又は使用人は、当社又は当社グループ会社に著しい損害を及ぼす等重

大な影響を及ぼす事項、取締役の職務遂行に関する不正な行為、法令、定款
に違反する重大な事実等を発見した場合はすみやかに監査役に報告するもの
とする。

② 監査役は取締役会のほか、幹部会議、経営会議等監査上重要と思われる会議
に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し取締役及び使用人
に対し説明を求めることができるものとする。

（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役と代表取締役社長は監査の実効性を確保するために必要な相互の意思

疎通を図るために定期的に会合を持ち意見交換することとしている。
② 監査役は内部監査部署、管理部及び監査法人と相互に連携し監査の実効性確

保を図るものとする。
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2． 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の内部統制システムの整備を行い、取締役会において継続的に経

営上の新たなリスクについて検討しております。それらにより、必要に応じて、
社内の諸規程及び業務の見直しを実施し、内部統制システムの実効性を向上させ
ております。
また、常勤監査役は、監査役監査の他、管理職者の面談や社内の重要な会議へ

の出席等を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスに関するリスクを監視で
きる体制を整備しております。内部監査室も内部監査の定期的な実施により、
日々の業務が法令・定款、社内規程等に違反していないかを検証しております。

3． 株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

4． 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、会社法第459条第1項各号に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の

配当等を行う旨を定款に定めております。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けて

おり、財務面の健全性を維持しつつ、安定的な配当を継続していくことを会社の
基本方針としております。
しかしながら、当期の配当につきましては、業績の動向や財政状態を考慮し、

内部留保の充実を優先し、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。
株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、業績の回復に全社をあげて対
処し、早期に復配できますよう努力いたしますので、引き続きご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。
なお、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式については、定款の定めに従って、優先

配当いたします。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
（注）1． 本事業報告に記載されている売上高等の数字には消費税等は含まれておりません。

2． 本事業報告に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年10月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 8,283,073 流 動 負 債 10,001,531
現 金 及 び 預 金 1,204,764 買 掛 金 3,422,581
売 掛 金 478,881 短 期 借 入 金 4,800,000
商 品 6,248,794 １年内返済予定の長期借入金 534,305
そ の 他 351,036 リ ー ス 債 務 348,082
貸 倒 引 当 金 △404 未 払 法 人 税 等 46,345

固 定 資 産 6,509,470 賞 与 引 当 金 20,000
有 形 固 定 資 産 4,405,629 未 払 金 449,307
建 物 及 び 構 築 物 1,134,358 資 産 除 去 債 務 5,088
土 地 1,397,949 株 主 優 待 引 当 金 7,500
リ ー ス 資 産 1,686,176 そ の 他 368,320
そ の 他 187,144 固 定 負 債 4,018,269

無 形 固 定 資 産 115,099 長 期 借 入 金 1,075,128
の れ ん 97,040 リ ー ス 債 務 2,382,797
ソ フ ト ウ エ ア 5,063 資 産 除 去 債 務 212,603
電 話 加 入 権 12,995 長 期 前 受 収 益 158

投資その他の資産 1,988,741 退職給付に係る負債 28,321
投 資 有 価 証 券 12,397 役員退職慰労引当金 62,941
長 期 前 払 費 用 81,597 長 期 未 払 金 16,906
敷 金 及 び 保 証 金 1,863,115 長期預り敷金保証金 239,412
そ の 他 31,631 負 債 合 計 14,019,801

（純資産の部）
株 主 資 本 726,844
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 3,989,646
利 益 剰 余 金 △3,092,774
自 己 株 式 △270,027

その他の包括利益累計額 2,047
その他有価証券評価差額金 2,047
新 株 予 約 権 8,249
非 支 配 株 主 持 分 35,600
純 資 産 合 計 772,742

資 産 合 計 14,792,543 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,792,543
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連 結 損 益 計 算 書
（自

至
2024
2025

年
年
11
10

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 17,333,260
売 上 原 価 11,288,912
売 上 総 利 益 6,044,347
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,435,385
営 業 損 失 △391,037

営 業 外 収 益
受 取 利 息 配 当 金 7,602
雑 収 入 36,525 44,128

営 業 外 費 用
支 払 利 息 127,889
雑 損 失 2,174 130,063

経 常 損 失 △476,973

特 別 利 益
リ ー ス 解 約 益 8,520 8,520

特 別 損 失
減 損 損 失 96,347
固 定 資 産 処 分 損 7,052
投 資 有 価 証 券 評 価 損 20,002
リ ー ス 解 約 損 75,702
保 険 解 約 損 4,728 203,833

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 △672,286
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 47,058 47,058

当 期 純 損 失 △719,344
非支配株主に帰属する当期純利益 11,835
親会社株主に帰属する当期純損失 △731,179
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連結株主資本等変動計算書
（自

至
2024
2025

年
年
11
10

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 100,000 4,115,474 △2,361,594 △270,027 1,583,851
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 ― △125,827 ― ― △125,827
親会社株主に帰属する当期純損失 ― ― △731,179 ― △731,179
株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （純 額）

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 ― △125,827 △731,179 ― △857,007
当連結会計年度末残高 100,000 3,989,646 △3,092,774 △270,027 726,844

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計
当連結会計年度期首残高 1,902 1,902 8,249 23,765 1,617,769
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △125,827
親会社株主に帰属する当期純損失 ― ― ― ― △731,179
株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （純 額）

145 145 ― 11,835 11,980

連結会計年度中の変動額合計 145 145 ― 11,835 △845,027
当連結会計年度末残高 2,047 2,047 8,249 35,600 772,742
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貸 借 対 照 表
（2025年10月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 7,682,202 流 動 負 債 9,683,493
現 金 及 び 預 金 773,169 買 掛 金 3,420,121
売 掛 金 300,111 短 期 借 入 金 4,800,000
商 品 6,226,824 １年内返済予定の長期借入金 511,421
前 払 費 用 208,159 リ ー ス 債 務 348,082
未 収 入 金 91,667 未 払 金 375,872
そ の 他 82,669 未 払 費 用 15,094
貸 倒 引 当 金 △400 未 払 法 人 税 等 21,097

固 定 資 産 6,484,267 未 払 消 費 税 等 40,760
有 形 固 定 資 産 4,240,745 前 受 金 4,845
建 物 962,496 預 り 金 27,644
構 築 物 125,081 前 受 収 益 78,146
車 輌 運 搬 具 1,108 賞 与 引 当 金 20,000
工具、器具及び備品 139,080 設 備 未 払 金 7,818
土 地 1,397,949 株 主 優 待 引 当 金 7,500
リ ー ス 資 産 1,612,912 資 産 除 去 債 務 5,088
建 設 仮 勘 定 2,117 固 定 負 債 3,860,562

無 形 固 定 資 産 17,756 長 期 借 入 金 880,520
ソ フ ト ウ エ ア 5,063 リ ー ス 債 務 2,382,797
電 話 加 入 権 12,693 資 産 除 去 債 務 212,603

投資その他の資産 2,225,764 長 期 前 受 収 益 158
投 資 有 価 証 券 12,397 退 職 給 付 引 当 金 28,321
関 係 会 社 株 式 281,750 役員退職慰労引当金 62,941
出 資 金 100 関係会社事業損失引当金 36,900
長 期 前 払 費 用 75,130 長 期 未 払 金 16,906
敷 金 及 び 保 証 金 1,824,894 長期預り敷金保証金 239,412
そ の 他 31,491 負 債 合 計 13,544,055

（純資産の部）
株 主 資 本 612,116
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 3,990,197
資 本 準 備 金 25,000
そ の 他 資 本 剰 余 金 3,965,197
利 益 剰 余 金 △3,208,052
利 益 準 備 金 9,160
そ の 他 利 益 剰 余 金 △3,217,212
繰 越 利 益 剰 余 金 △3,217,212
自 己 株 式 △270,027
評 価 ・ 換 算 差 額 等 2,047
その他有価証券評価差額金 2,047
新 株 予 約 権 8,249
純 資 産 合 計 622,413

資 産 合 計 14,166,469 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,166,469
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損 益 計 算 書
（自

至
2024
2025

年
年
11
10

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 15,429,105
売 上 原 価 10,875,399
売 上 総 利 益 4,553,706
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,140,442
営 業 損 失 △586,736

営 業 外 収 益
受 取 利 息 配 当 金 7,303
受 取 地 代 家 賃 58,640
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 戻 入 額 19,876
雑 収 入 32,523 118,343

営 業 外 費 用
支 払 利 息 122,511 122,511

経 常 損 失 △590,904
特 別 利 益
リ ー ス 解 約 益 8,520 8,520

特 別 損 失
減 損 損 失 96,347
固 定 資 産 処 分 損 7,035
投 資 有 価 証 券 評 価 損 20,002
リ ー ス 解 約 損 75,702
保 険 解 約 損 4,728 203,816

税 引 前 当 期 純 損 失 △786,200
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 19,000 19,000

当 期 純 損 失 △805,200
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株主資本等変動計算書
（自

至
2024
2025

年
年
11
10

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 100,000 15,840 4,100,184 4,116,024

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― △125,827 △125,827

剰余金の配当に伴う資本準備金の積立 ― 9,160 △9,160 ―

当 期 純 損 失 ― ― ― ―
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 （純 額）

― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― 9,160 △134,987 △125,827

当 期 末 残 高 100,000 25,000 3,965,197 3,990,197

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合計利益準備金

その他利益
剰余金 利 益 剰 余 金 合 計

繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 9,160 △2,412,012 △2,402,852 △270,027 1,543,144
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △125,827
剰余金の配当に伴う資本準備金の積立 ― ― ― ― ―
当 期 純 損 失 ― △805,200 △805,200 ― △805,200
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 （純 額）

― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― △805,200 △805,200 ― △931,027
当 期 末 残 高 9,160 △3,217,212 △3,208,052 △270,027 612,116
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（単位：千円）
評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 1,902 1,902 8,249 1,553,296
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― △125,827
剰余金の配当に伴う資本準備金の積立 ― ― ― ―
当 期 純 損 失 ― ― ― △805,200
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 （純 額）

145 145 ― 145

当 期 変 動 額 合 計 145 145 ― △930,882

当 期 末 残 高 2,047 2,047 8,249 622,413
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年12月11日

株式会社トップカルチャー
取 締 役 会 御 中

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

新 潟 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 洋 一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 丸 田 力 也

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社トップカルチャ

ーの2024年11月１日から2025年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、株式会社トップカルチャー及び連結子会社からな
る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監
査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、

その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含

まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものでは
ない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、

通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の
過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意
を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある

と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計

算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締

役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書

類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、

監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価す
る。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるか
どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を
含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情
報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を
計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職

業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合
理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法

の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年12月11日

株式会社トップカルチャー
取 締 役 会 御 中

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

新 潟 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 洋 一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 丸 田 力 也

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社トップカ

ルチャーの2024年11月１日から2025年10月31日までの第41期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ

ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通

読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると

判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等

を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含
めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2024年11月1日から2025年10月31日までの第41期事業年度にお
ける取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議
のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

（2） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か
ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する
品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取
締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

2025年12月11日
株式会社トップカルチャー 監査役会
常 勤 監 査 役 伊 藤 正 義 ㊞

社 外 監 査 役 山 田 剛 志 ㊞
社 外 監 査 役 西 村 裕 ㊞

以 上
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見やすく読みまちがえにく
いユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内略図

会 場 新潟県新潟市中央区万代５丁目11番20号
ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟
３階「飛翔の間」
電話（025）245-3334

（会場への交通機関）
●ＪＲをご利用の場合：「新潟駅」万代口より徒歩約８分
●バスをご利用の場合：「バスセンター前」停留所より徒歩約２分
●お車の場合 ：新潟バイパス 「紫竹山インター」より約10分

（お願い）
駐車場が手狭のため、ご不便をおかけする場合がございます。お車での
ご来場は、なるべくご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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